








  

 

 

 

 

 

 

 

第１章 公共用水域の水質状況 
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活環境項目等の調査を実施している）。 

イ 定期水質測定（海域） 

測定計画の 6地点で毎月 1日 1回、その他の 6地点で 3ヶ月ごとに 1日 1回 

ウ 生物調査及び親水施設調査 

年１回 

(5) 調査項目 

 ア 定期水質測定 

  (ｱ) 河川 

 ａ 観測項目(７項目) 

   気温、水温、外観、色相、臭気、透視度、流量 

 ｂ 健康項目(27 項目) 

   カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、 

ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）、ジクロロメタン、四塩化炭素、

1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン、

1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、

ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 、ふつ素、ほう素、1,4-ジオキサン 

   ｃ 生活環境項目(10 項目) 

ｐＨ、溶存酸素量(以下「ＤＯ」という。)、ＢＯＤ、ＣＯＤ、n-ヘキサン抽出物質、 

浮遊物質量(以下「ＳＳ」という。)、大腸菌群数、全窒素、全燐、全亜鉛 

     ｄ 特殊項目(5 項目) 

       フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、 

     ｅ 要監視項目（28 項目） 

＜人の健康の保護（26 項目）＞クロロホルム、ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン、

1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、  

フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、

ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、

トルエン、モリブデン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、キシレン、アンチモン、

フェノール、ホルムアルデヒド、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、ウラン 

＜水生生物の保全（3項目）＞クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド 

      ｆ その他項目(９項目) 

(a) 洗剤(３項目) 

  陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、蛍光増白剤 

(b) 栄養塩類(２項目) 

  アンモニア性窒素、燐酸態燐 

(c) その他(４項目) 

塩化物イオン、有機体炭素(以下「ＴＯＣ」という。)、ふん便性大腸菌、電気伝導率 
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  (ｲ) 海域

 ａ 観測項目(８項目) 

   天候、気温、水温、外観、色相、臭気、透明度、水深 

 ｂ 健康項目(25 項目) 

   カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジ

クロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、ｼｽ-1,2-ジク

ロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、

ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 、1,4-ジオキサン 

 ｃ 生活環境項目(８項目) 

     ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、n-ヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全窒素、全燐、全亜鉛 

     ｄ 特殊項目(4 項目) 

       フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、 

     ｅ 要監視項目（28 項目） 

＜人の健康の保護（26 項目）＞クロロホルム、ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン、

1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、    

フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、

ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、ト

ルエン、モリブデン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、キシレン、アンチモン、

フェノール、ホルムアルデヒド、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、ウラン 

      ＜水生生物の保全（3項目）＞クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド 

     ｆ その他項目(９項目) 

(a) 洗剤(３項目) 

  陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、蛍光増白剤 

(b) 栄養塩類(２項目) 

 アンモニア性窒素、燐酸態燐 

(c) その他(４項目) 

 塩分、クロロフィル a、トリフェニルスズ(以下「ＴＰＴ」という。)、 

トリブチルスズ(以下「ＴＢＴ」という。) 

イ 河川生物調査 

(ｱ) 環境 

天候、気温、水温、透視度、最大水深、流速、河床底質、沈水植物 

(ｲ) 生物 

魚類(種別個体数)、底生生物(種別個体数) 

   ウ 親水施設調査 

(ｱ) 環境 

天候、気温、水温、水深、流速、透視度 

(ｲ) 水質 

ｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌群数 

(ｳ) 生物 

魚類(種別)、その他の水生生物(種別)、水草(種別) 
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 ２ 水質等調査結果 

(1) 河川の測定結果 

 ア 健康項目 

 健康項目は、河川 10 地点(*)、27 項目について測定した結果、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素、ふつ素並びにほう素が検出されたが、すべての地点で環境基準を達成していた。 

   なお、アルキル水銀については総水銀が検出された場合のみ、測定を実施している。 

（表Ⅲ-1、2-1 及び 10） 

健康項目の環境基準達成状況（河川） 

健康項目 
測定

地点数

環境基準値 

(mg/L) 

各地点の年平均値

の最高濃度 

(mg/L) 

環境基準 

達成地点数 

達成率

（％）

カドミウム 10 0.01 以下 0.001 未満 10 100 

全シアン 10 検出されないこと 不検出 10 100 

鉛 10 0.01 以下 0.005 未満 10 100 

六価クロム 10 0.05 以下 0.02 未満 10 100 

砒
ひ

素 10 0.01 以下 0.005 未満 10 100 

総水銀 10 0.0005 以下 0.0005 未満 10 100 

アルキル水銀 10 検出されないこと 不検出 10 100 

ＰＣＢ 10 検出されないこと 不検出 10 100 

ジクロロメタン 10 0.02 以下 0.002 未満 10 100 

四塩化炭素 10 0.002 以下 0.0002 未満 10 100 

1,2-ジクロロエタン 10 0.004 以下 0.0004 未満 10 100 

1,1-ジクロロエチレン 10 0.1 以下 0.002 未満 10 100 

シス-1,2-ジクロロエチレン 10 0.04 以下 0.004 未満 10 100 

1,1,1-トリクロロエタン 10 1 以下 0.0005 未満 10 100 

1,1,2-トリクロロエタン 10 0.006 以下 0.0006 未満 10 100 

トリクロロエチレン 10 0.03 以下 0.002 未満 10 100 

テトラクロロエチレン 10 0.01 以下 0.0005 未満 10 100 

1,3-ジクロロプロペン 10 0.002 以下 0.0002 未満 10 100 

チウラム 10 0.006 以下 0.0006 未満 10 100 

シマジン 10 0.003 以下 0.0003 未満 10 100 

チオベンカルブ 10 0.02 以下 0.002 未満 10 100 

ベンゼン 10 0.01 以下 0.001 未満 10 100 

セレン 10 0.01 以下 0.002 未満 10 100 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 11 10 以下 4.9  11 100 

ほう素 10 1 以下 0.43  10 100 

ふっ素 10 0.8 以下 0.17  10 100 

1,4-ジオキサン 10 0.05 以下 0.005 未満 10 100 

(*) 健康項目の河川の調査地点数は、平成 21 年度から「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」のみ 

 11 地点 
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ａ 測定検体の環境基準適合状況 

環境基準が設定されている６項目の適合率は、ｐH96.9％、COD96.9％、DO96.9% 

ｎ－ヘキサン抽出物質 100％、全窒素 36.5％、全燐 42.8％、全亜鉛 100％であった。 

生活環境項目の環境基準値適合率 

項  目 測定検体数 適合検体数 適合率（％） 

水素イオン濃度(ｐＨ) ９６ ９３ ９６．９ 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) ９６ ９３ ９６．９ 

溶存酸素量(ＤＯ) ９６ ９３ ９６．９ 

ｎ－ヘキサン抽出物質  １２ １２  １００ 

全窒素 ９６ ３５ ３６．５ 

全燐 ９６ ４２ ４３．８ 

全亜鉛 ７２ ７２  １００ 

(注)ｐＨ、ＣＯＤ及びＤＯは全層（上下層平均値）で、全窒素及び全燐は上層の値で適合率を算出

した。 

 

ｂ ＣＯＤの環境基準適合状況 

ＣＯＤは環境基準値に対し年間測定値の 75％値で評価する。Ｂ類型水域３地

点のＣＯＤ75%値は、2.5～2.7mg/L、Ｃ類型水域 9 地点のＣＯＤ75%値は、2.1

～3.4mg/L となっており、すべての地点で環境基準に適合していた。 

ＣＯＤの環境基準適合状況 

類型 測定地点数 環境基準値 ＣＯＤ75％値 適合地点数 適合率(%)

B 類型 ３ 3mg/L 以下 2.5～2.7mg/L ３ １００ 

C 類型 ９ 8mg/L 以下 2.1～3.4mg/L ９ １００ 

 

  ｃ 全窒素、全燐の環境基準適合状況 

平成７年２月に全窒素及び全燐について類型指定が行われ、本市地先の東京

湾はⅣ類型と指定された。全窒素及び全燐については上層の年度平均値で評価

する。 

全窒素の上層の年度平均値は、0.84～3.8mg/L で、東扇島防波堤西及び扇島

沖で環境基準(1mg/L 以下)に適合していた。全燐の上層の年度平均値は、0.067

～0.30mg/L で、東扇島沖、東扇島防波堤西及び扇島沖で環境基準(0.09mg/L 以

下)に適合していた。 

全窒素及び全燐の環境基準適合状況 

項目 調査地点数 環境基準 上層年度平均値 適合地点数 適合率(%) 

全窒素 １２ 1mg/L 以下 0.84～3.8mg/L ２ １６．７ 

全燐 １２ 0.09mg/L 以下 0.067～0.30mg/L ３ ２５．０ 



－  16  －



－  17  －



  - 18 - 

 

       海域のＣＯＤ、全窒素及び全燐の環境基準適合状況 

ＣＯＤ 全窒素（年度平均値） 全燐（年度平均値） 

測定地点 
類型

環境 

基準値 

年度 

平均値
75％値 類型

環境

基準値
上層 全層 類型

環境 

基準値 
上層 全層 

浮島沖 Ｂ 3 2.2 2.5 Ⅳ 1 1.4 0.92 Ⅳ 0.09 0.10 0.084 

東扇島沖 Ｂ 〃 2.3 2.7 Ⅳ 〃 1.1 0.79 Ⅳ 〃 0.081 0.070 

京浜運河千鳥町 Ｃ 8 2.6 3.0 Ⅳ 〃 1.3 0.98 Ⅳ 〃 0.11 0.097 

東扇島防波堤西 Ｃ 〃 2.4 2.6 Ⅳ 〃 1.0 0.77 Ⅳ 〃 0.077 0.070 

京浜運河扇町 Ｃ 〃 2.7 3.3 Ⅳ 〃 1.3 0.92 Ⅳ 〃 0.12 0.096 

扇島沖 Ｂ 3 2.1 2.6 Ⅳ 〃 0.84 0.64 Ⅳ 〃 0.067 0.064 

末広運河先 Ｃ 8 2.7 2.6 Ⅳ 〃 3.8 2.2 Ⅳ 〃 0.13 0.11 

大師運河先 Ｃ 〃 2.3 2.1 Ⅳ 〃 1.7 1.1 Ⅳ 〃 0.097 0.084 

夜光運河先 Ｃ 〃 2.6 2.5 Ⅳ 〃 1.7 1.3 Ⅳ 〃 0.11 0.094 

桜堀運河先 Ｃ 〃 2.9 3.4 Ⅳ 〃 2.8 1.8 Ⅳ 〃 0.30 0.21 

池上運河先 Ｃ 〃 2.7 2.8 Ⅳ 〃 1.8 1.3 Ⅳ 〃 0.18 0.13 

南渡田運河先 Ｃ 〃 2.4 2.6 Ⅳ 〃 1.8 1.3 Ⅳ 〃 0.12 0.10 

(注)ＣＯＤは全層の 75%値で、全窒素及び全燐は、上層の年度平均値で評価している。 

＊     は環境基準適合    

 

ウ 特殊項目(表Ⅲ-11) 

特殊項目は 6 地点 4 項目について測定した。その結果、すべての地点で神奈川県

が設定した判定値である排水基準を定める総理府令に定める値の 10 分の 1(以下「判

定値」という。)以下であった。 

エ 要監視項目(表Ⅲ-11、13) 

6 地点で 28 項目について測定した結果、京浜運河千鳥町及び扇島沖でモリブデン、

全マンガン及びウランが検出されたが、ウランを除き指針値以下であった。その他

の要監視項目は検出されなかった。なお、ウランは海水に由来するものと考えられ

る。 

オ その他項目(表Ⅲ-11) 

その他の項目について年度平均値で見ると、次のとおりである。 

(ｱ) 洗剤 

陰イオン界面活性剤(12 地点)は、0.03mg/L 未満、非イオン界面活性剤(12 地点)

は 0.005mg/L 未満、蛍光増白剤(2 地点)は 0.2μg/L 未満であった。 

(ｲ) 栄養塩類 

アンモニア性窒素及び燐酸態燐は、6 地点で測定し、各々0.07～0.17mg/L、0.036

～0.061mg/L であった。 

(ｳ) その他 

塩分濃度は 12 地点で測定し、27.40～31.42 であった。クロロフィル a は 12 地

点で測定し 9.6～23mg/m3 であった。ＴＰＴ及びＴＢＴは 2 地点で測定し、各々

0.006μg/L 未満、0.002μg/L 未満であった。 
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